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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

障がい者が快適な日常生活を営むための食事提供等の実態把握及び 

改善手法の検証等のための研究

１－１．障害児者通所事業所における栄養・食事の実態調査：事業所調査 

  

研究要旨 

 本研究は、障がい児者の通所事業所における栄養障害（低栄養及び過剰栄養）や摂食

嚥下障害の発生状況や事業所としてのその対応の実態を把握し、在宅での食べることの

支援を多職種によって推進する体制や取り組みについて検討し、今後の栄養管理体制や

そのあり方に資することを目的とした。現在、都道府県別に層化無作為抽出された障害

福祉サービス事業所及び児童発達支援事業所を対象に、無記名調査票の発送を行い、次

年度にわたって調査票を回収中である。 

Ａ．研究目的  

 障がい者及び障がい児（以下、障がい児

者）が快適な日常生活を営み、一人ひとりの

自己実現をめざして健康・栄養状態を改善

維持し、その「食べる楽しみ」を支援するこ

とは重要である 1)。 

 平成 21 年 3 月から、施設の障がい児者の

身体状況・栄養状態に着目し、管理栄養士が

多職種と協働して個別の栄養ケア計画に基

づき、適切な食事提供･食支援や栄養相談に

取り組む栄養ケア・マネジメント（栄養マネ

ジメント加算）が導入された 2,3)。しかし、

その取り組みは今もなお遅れている。一方、

障害者総合支援法の再編により、障がい者

の地域支援体制の強化が一層はかられ、通

所事業所は、その重要な支援拠点となった

が、通所サ－ビスには栄養ケア･マネジメン

トは導入されていない。 

 障がい者には、低栄養と過剰栄養の 2 重

負荷が存在することを報告されている 4)。

さらに、障がい者では摂食嚥下機能障害や

偏食、感覚過敏等の様々な食事時の徴候・症

状が観察されている 5,6)。一方、平成 27 年

から、介護保険施設においては、このような

摂食嚥下障害や食事時徴候･症状に対応し

た適切な食事提供や食事支援を行うために、

管理栄養士や多職種による食事時の観察

（ミールラウンド）やカンファレンスが導

入された（経口維持加算）7-9)。 

 本研究事業は、通所事業所利用障がい児

者の身体状況、栄養状態、食事時の徴候・症

状に対応した個別の栄養ケア計画に基づく

食事提供や食事支援の体制やあり方、さら

には本人･家族の生活に合わせた栄養食事

相談の基本的な方法について具体的に提示
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することを目的として 2 年間の継続研究を

行うものである。 

 そこで、本研究は、障がい児者の通所事業

所における栄養障害（低栄養及び過剰栄養）

や摂食嚥下障害の発生状況や事業所として

のその対応の実態を把握し、在宅での食べ

ることの支援を多職種によって推進する体

制や取り組みについて検討し、今後の栄養

管理体制やそのあり方に資することを目的

とした。なお、本調査においては、対象とな

った事業所管理者に対して、利用者特性別

の栄養障害や摂食嚥下障害の発生、栄養食

事の課題やその対応状況、さらに、これらと

アウトカムとの関係について検証するため

の利用者個別調査への協力の意向について

も把握することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１）研究デザイン 

 観察研究（横断研究） 

 

２）対象事業所と回答依頼対象者 

 平成 30 年度に厚生労働省ホームページ

に公表された障害者通所事業所（生活介護）

8,917 ヶ所及び障害児通所支援事業所（児童

発達支援）5,702 ヶ所の全 14,619 ヶ所から、

サービス種別、都道府県別に層化無作為抽

出された事業所とした。調査票への回答者

は管理職あるいは管理職が依頼したスタッ

フとした。 

 

３）調査方法（情報提供を受ける手順） 

 無記名の調査票一式を対象事業所種別に

管理者宛に郵送した。 

調査項目は、Ⅰ.概要、Ⅱ.通所サービス利

用者の栄養状態の把握について、Ⅲ.利用者

への食事提供、Ⅳ.管理栄養士･栄養士との

関わりや栄養の課題への対応についてから

構成され、詳細は以下のとおりとした。 

 記入日、記入者（管理者または管理者以外

の職員とする）の記載 

Ⅰ. 概要：運営主体、主たる支援（障がい児）、

定員（1日当たり）、記入日の通所利用者数、

記入日の通所利用者のうち食事提供体制加

算の算定者数（障がい者）、障害種別人数、

障害区分別人数（障がい者）、年齢別人数（障

がい児） 

Ⅱ. 通所サービス利用者の栄養状態の把握

について（※記入日の通所利用者について） 

・体重の記録（1 ヶ月に 1 回以上）の有無 

・身長の記録の有無 

・BMI18.5kg/m2未満（やせ）、25.0 kg/m2

以上（肥満）の者の人数（障がい者） 

・小児期に用いられる体格評価指標を用い

てやせと肥満の評価（障がい児） 

・6 ヶ月に 2～3kg 体重減少、体重増加があ

った者の人数（障がい者） 

・摂食・嚥下機能に問題のある者の人数 

Ⅲ. 通所サービス利用者への食事提供につ

いて(記入日の通所利用者について)： 

・食事の提供の有無 

・利用者ごとに栄養状態を考慮した量（エ

ネルギー量）の食事提供をしているか 

（障がい者） 

・利用者ごとに年齢・体格を考慮した量（エ

ネルギー量）の食事提供をしているか 

（障がい児） 

・食事摂取量（何割程度摂取したか）を毎食

分の記録をしているか 

・食事の個別対応として、食形態の調整（ミ

キサー、とろみづけ）をしているか、してい

る場合の人数（障がい者） 
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・食事の個別対応として、食形態の調整（刻

み、ミキサー、とろみづけ）をしているか、

している場合の人数（障がい児） 

・食事の個別対応として、栄養素の調整（エ

ネルギー、タンパク質・炭水化物・脂質・塩

分のいずれかの制限）を行っているか、いる

場合の人数（障がい者） 

・1 歳以上 2 歳以下の子どもの乳汁以外の

食物摂取が全くできない、もしくは極少量

（必要量の 10%以下）の子どもがいるか、

いる場合の人数（障がい児） 

Ⅳ.管理栄養士･栄養士との関わりや栄養の

課題への対応について 

・管理栄養士･栄養士の雇用の有（職種、雇

用形態）、無（関わりの有（所属、関わりの

内容）、無（関わりを望むか）） 

・栄養･食事の問題の相談をしたことがあ

るか、した場合の専門職種 

・職員はミールラウンドをしているか、し

ている場合の職種 

・職員はカンファレンスで栄養･食事の課

題を相談しているか、している場合の内容 

 

４）解析方法 

回収した無記名調査票からデータベース

（Excel シート）への入力は、研究代表者で

ある中村丁次（神奈川県立保健福祉大学学

長）が個人情報保護管理の規定に基づいて

委託契約をした YKS サービス(株)（名古屋）

が行い、その後、データベースはパスワード

付き CD-R に保管されることになる。当該

データベースに基づき基礎集計、クロス集

計および多変量解析を行う。 

 

５）倫理面への配慮 

 本調査への回答は、研究対象者（事業所管

理者）の自由意思に委ねられた事業所レベ

ルの実態調査であり、個人情報は取り扱わ

れない。 

 対象事業所の名簿は、神奈川県立保健福

祉大学内の鍵のかかる保管庫にて保管され

た。回収調査票のデータベース入力は、研究

班代表者が個人情報保護規定に基づいて契

約した YKS (株)に依頼し、パスワ－ド付き

CD-R により書留で郵送され、神奈川県立

保健福祉大学内 PC により分析を行うもの

である。CD-R は、神奈川県立保健福祉大学

内の鍵のかかる棚に保管し、研究終了時に

PC 内個人フォルダーのデータベースは削

除され、事業所名簿、CD は研究終了後 5 年

間まで厳重保管した後、粉砕処分される。 

平成 31 年 2 月に神奈川県立保健福祉大

学及び山形県立米沢栄養大学の研究倫理審

査委員会に申請し、承認を得て実施してい

る（承認番号：保大第 71-64）。 
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 現在、調査票を 2 年目に継続して回収中

であり、C.研究結果、以下の D.考察、E.結

論については次年度に報告されるものであ

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

本年度はなし 

 

２．学会発表 

 本年度はなし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 なし 
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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

障がい者が快適な日常生活を営むための食事提供等の実態把握及び 

改善手法の検証等のための研究

１－２．障害児者通所事業所における栄養・食事の実態調査：利用者個別調査 

 

研究要旨 

 通所事業所利用障がい児者における低栄養や過剰栄養、摂食嚥下障害の発生頻度、食事

状況、低栄養や摂食嚥下障害とアウトカムとの関連、ならびに管理栄養士･栄養士の関わ

りは明らかにされていない。そこで本研究は、通所事業所利用障がい児者における①低栄

養、過剰栄養、摂食嚥下障害の発生頻度と食事状況の実態、②低栄養あるいは過剰栄養に

よる入院発生や個別の自立支援目標の達成との関連、③②について、管理栄養士･栄養士

の関わりや多職種によるミールラウンド等の関連について検証することを目的としてい

る。現在、作成した計画書について研究倫理審査委員会による審査中である。 

Ａ．研究目的 

 通所事業所利用障がい児者における低栄

養や過剰栄養、摂食嚥下障害の発生頻度、食

事状況、低栄養や摂食嚥下障害とアウトカ

ムとの関連、ならびに管理栄養士･栄養士の

関わりは明らかにされていない。 

そこで、本研究は、通所事業所利用障がい

児者を対象とした 2 年間の継続研究により 

①低栄養、過剰栄養、摂食嚥下障害の発生頻

度と食事状況の実態 

②低栄養あるいは過剰栄養による入院発生

や個別の自立支援目標の達成との関連 

③②について、管理栄養士･栄養士の関わり

や多職種によるミールラウンド等の関連 

について検証するものである。なお、その成

果は、当該研究班による事業所調査や事業

所訪問インタビュー調査からの成果と合わ

せて、在宅の障がい児者にとって身近な通

所事業所における栄養管理の体制の必要性

や、従来の制度を改正した新たな栄養食事

支援の体制や取り組みの方法について提言

し、障がい児者の自立支援の推進に資する

ことができるものである。 

 

Ｂ．研究方法 

１）研究デザイン 

観察研究（横断研究および後ろ向き縦断研

究） 

 

２）対象事業所 

 平成 30 年度に厚生労働省ホームページ

に公表された障害者通所事業所（生活介護）

8,917 ヶ所及び障害児通所支援事業所（児童

発達支援）5,702 ヶ所の全 14,619 ヶ所から、

サービス種別、都道府県別に層化無作為抽

出された障害者通所事業 1,845 ヶ所、障害

児通所支援事業所 1,800 ヶ所を対象とした

事業所調査が先行して実施されている。こ

の事業所調査によって回収された調査票に
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より個別調査への協力意向「有」（有の場合

には、住所、事業所名が記載される）と回答

した全事業所を対象とする。回答者は管理

者あるいは管理者の依頼した担当スタッフ

とする。 

 

３）対象利用者 

 2019 年 3 月の１ヶ月間に対象事業所を

利用した全員を対象として既存資料から情

報の提供を得る。除外基準は、障害者通所事

業所では施設利用者及び 18 歳未満の者と

65 歳以上の高齢者、児童発達支援事業所に

おいては 6 歳以上の学童とする。 

 

４）調査方法（情報提供を受ける手順） 

連結可能匿名化した調査票一式を管理者

宛に郵送する。事業所の管理者あるいは管

理者の依頼した担当スタッフは、2019 年 3

月 1 ヶ月間の利用者から障害者通所事業所

では施設利用者及び 18 歳未満の者と 65 歳

以上の高齢者を除外し、児童発達支援事業

所においては 6 歳以上の学童を除外して、

事業所が保有する既存資料から、調査票へ

の転記によって提供する。 

事業所が保有する既存資料（アセスメン

ト票、支援サービス食事計画書の喫食率、身

長・体重記録表等）から調査票に転記し提供

してもらうデータは次のとおりである。 
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【障害者通所事業所利用者について】 

時点 項目 

2019年３月

末の既存資

料から 

基本属性、家族情報：性別、年齢、通所サービス利用回数（1ヶ月あた

り）、同居家族、日中独居、障害種、障害区分、生活習慣病（肥満、

糖尿病、高血圧、慢性腎臓病） 

食事提供状況：通所サービスでの食事提供の有無、食事形態、食事摂

取割合、とろみ剤の使用、食事の際に奥歯で噛みしめている、食事中

にむせたり咳き込んだりすることがある、食事介助（全介助、一部介

助、自力）、栄養食事の課題 

身長、体重、日常の食事：身長、体重、褥瘡、口の中や周辺にただれ・

腫れ・痛みがある、自分で買い物へ出かけている（概ね週1回以上）、

自宅等では食事を自分で作っている（概ね週1回以上）、自宅等では一

緒に食事を食べる人がいる（概ね週1回以上） 

サービス利

用開始時点 

サービス利用開始時の年月日、利用開始前の状況（在宅での生活、入

院、施設入所、その他）、年齢、体重（開始時、6ヶ月後、1年後）、

生活習慣病（肥満、糖尿病、高血圧、慢性腎臓病） 

2018年9月末

日時点 

2018年9月末日時点の通所サービス利用の有無、体重 

 

2018年9月末

～2019年3月

末の6ヶ月間 

管理栄養士･栄養士との関わり、関わりの内容（食事時の観察、食事の

個別調整、栄養相談、自宅訪問、他職種への助言、その他）、イベン

ト発生（入院、施設入所、障害区分の重症化、利用中止、特になし）、

6ヶ月間の個別支援計画の目標の達成（達成しなかった、おおむね達

成した、達成した） 
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【障害児通所支援事業所の利用者について】 

時点 項目 

2019年3月末

の既存資料

から 

基本属性、家族情報：性別、年齢、通所サービス利用回数（1か月あた

り）、日中主に生活する場所（幼稚園、保育園、家庭内のみ、その他）、

同居家族、障害種 

食事提供状況：通所サービスでの食事提供の有無、食事形態（離乳食、

幼児食、きざみ/軟菜食、嚥下調整食、乳/経管栄養のみ）、食事摂取割

合、月齢・年齢不相の食事調整が必要であるか、離乳期を通常通りに

経過し年齢相当の摂食機能を獲得しているか、食事介助（全介助、一

部介助、自力）、栄養食事の課題 

身長、体重、排泄、発達：身長、体重、排泄（おむつ使用、トイレで

できる、トイレとおむつの併用）、発達（座位がとれる、歩行ができ

る、発語がある、会話ができる）、口の中や周辺にただれ・腫れ・痛

みがある 

サービス利

用開始時点 

サービス利用開始時の年月日、利用開始前の状況（在宅での生活、入

院、施設入所、その他）、体重 

2018年9月末

日時点 

2018年9月末日時点の通所サービス利用の有無、体重 

 

 

2018年9月末

～2019年3月

末の6ヶ月間 

管理栄養士･栄養士との関わり、関わりの内容（食事時の観察、食事の

個別調整、食事介助、栄養相談、自宅／保育園への訪問、他職種への

助言、その他）、イベント発生（入院、施設入所、障害の重症化、利

用中止、特になし）、6ヶ月前に比べて成長においての目標は達成され

たか（順調に成長、成長停滞、急激な体重減少、急激な体重増加、わ

からない） 
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５）解析方法 

 回収した調査票から匿名化されたデータ

ベースへの入力は、研究代表者である中村

丁次（神奈川県立保健福祉大学学長）が個人

情報保護管理の規定に基づいて委託契約を

した YKS サービス(株)（名古屋）が行い、

その後、データベースはパスワード付き

CD-R に保管され、神奈川県立保健福祉大

学へ書留送付される。障がい者及び障がい

児のそれぞれについて、提示した①～③の

目的に沿って以下の分析が行われる。 

①低栄養、過剰栄養、摂食嚥下障害の発生頻

度と食事状況の実態 

⇒基本集計に加え、サービス種、性別、年齢

階級別、要介護度別、認知機能自立度別、食

事形態別、サービス利用期間別等で集計 

②低栄養あるいは過剰栄養による入院発生

や個別の自立支援目標の達成との関連 

⇒クロス集計、多変量解析（サービス種、サ

ービス利用期間、個人特性を調整（性別、年

齢階級、要介護度、認知機能自立度、食事形

態） 

③②について、管理栄養士･栄養士の関わり 

 

 

や多職種によるミールラウンド等の関連 

⇒要因の有無別に層別解析、多変量解析す

る。 

 

６）研究倫理審査委員会の承認 

神奈川県立保健福祉大学及び山形県立大

学の研究倫理審査委員会に申請中である。 

 

 C.研究結果、D.考察、E.結論については

次年度報告するものである。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

本年度はなし 

２．学会発表 

 本年度はなし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 なし 
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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

統括研究報告書 

障がい者が快適な日常生活を営むための食事提供等の実態把握及び 

改善手法の検証等のための研究

２．事業所訪問インタビュー調査 

 

Ａ．研究目的 

 本研究事業は、通所サービス事業所利用

障がい児及び障がい者（以下障がい児者）の

身体状況、栄養状態、食事時の徴候・症状に

対応した個別の栄養ケア計画に基づく食事

提供や食事支援の体制やあり方、さらには

本人･家族の生活に合わせた栄養食事相談

の基本的な方法について具体的に提示する

ことを目的として 2 年間の継続研究を行う

ものである。そこで、当該研究は、障がい児

者の通所サービス事業所に対する訪問イン

タビュー調査を実施し、課題としてとりあ

げるべき内容の検討を行うことを目的とし

た。 

 

Ｂ．研究方法 

１）対象施設及び対象 

 東京、神奈川、新潟、大阪の障害児者の通

所サービス系事業所 5 か所の管理者及びス

タッフ１～2 名（管理栄養士・栄養士が関わ

っている場合にはスタッフに含める）、計 5

～10 名とした。 

 

２）調査方法 

 １）に対して、事業所管理者及びスタッフ

への依頼状、説明書、同意書、同意撤回書、

研究倫理相談窓口のご案内を郵送した。調

査への協力は事業所管理者及びスタッフの

自由な意志に任され、同封封筒により同意

書を回収した。同意を得られた事業所には、

訪問日に、インタビューガイドに沿ったグ

ループ・インタビューを、簡単な説明等を含

めて全 2 時間程度行った。 

 

３）調査内容 

 インタビューガイドは以下の通りとした。 

①利用者の自立状況について 

②利用者の食事と関わる生活行為の自立

（買い物、食事準備、食べることなど）につ

研究要旨 

 本研究は、障がい児者の通所サービス事業所に対する訪問インタビュー調査を実施

し、事業所調査や利用者個別調査から得られた結果を補完し、課題としてとりあげるべ

き内容の検討を行うことを目的とした。障がい児者の通所サービス事業所 5 か所の管理

者及びスタッフ 1～2 名を対象に、インタビューガイドに沿ったグループ・インタビュ

ーを全 2 時間程度行った。現在、調査より得られた事業所ごとの逐語録から、インタビ

ューガイドにそって概要の抽出を行いテーブル（一覧表）の作成を進めており、事業所

調査や利用者個別調査の結果を合わせて次年度に検討するものである。 
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いて 

③通所サービス事業所での食事の提供にお

ける状況と問題について 

④利用者の摂食嚥下機能の低下や食事時の

徴候・症状における問題について 

⑤利用者の低栄養（低体重や体重減少）の状

況ついて 

⑥利用者の低栄養とリハビリテーションの

効果や生活行為の自立の関係について 

⑦栄養スクリーニングについて 

→している場合の手順 

⑧管理栄養士・栄養士について  

→関わっている場合の手順  

→関わっていない場合の対応 

⑨栄養や摂食に関わる多職種について 

→関わっている場合は、事業所内部あるい

は外部からどのように関わっているか 

⑩管理栄養士・栄養士の関わりがある理由、

関わりがない理由について  

⑪食形態などの変更方法と対応（個別化を

含めて）について 

⑫今後の栄養管理や栄養相談の在り方の要

望について 

 

４）録音と逐語録の作成 

 対象者のインタビューの同意は、インタ

ビュー前に、インタビューガイドに記載し

た通りに同意の意志の確認を経て IC レコ

ーダーに収録し保存した。その後、業務委託

契約を結んだ委託業者（株式会社 IP パート

ナーズ コエラボ、東京）に逐語録作成を委

託した。 

 

５）逐語録からの課題テ－ブルと活用 

 逐語録から、インタビューガイドの①～

⑫について概要の抽出を行いテ－ブル（一

覧表）作成をする。このテーブルは研究班の

委員会に提示し委員の意見を募り、事業所

実態調査や利用者個別調査の結果を補完し、

調査成果の解釈やそこからの提言の妥当性

を高めるためのものである。また、食事提供

や食事支援の体制やあり方、さらには本人･

家族の生活に合わせた栄養食事相談の基本

的な方法についてとりあげるべき内容や栄

養管理体制等のあり方についての検討のた

めに活用される。 

 

６）倫理面への配慮 

 協力は、事業所管理者及びスタッフの自

由な意志に任された。その後も報告書の作

成および原稿入稿までは撤回でき、その場

合は、事業所のすべてのデータは削除され

るものとした。インタビュー内容は、要配慮

個人情報が含まれないものとした。しかし、

万が一録音内容に含まれた場合には、委託

会社によって逐語録作成時に全て消去され

るよう同社の同意を得た。研究分担者が IC

レコーダーの録音内容を電子媒体化する時

に、事業所 ID を交付し匿名化された。イン

タビューの時間的負担は全 2 時間程度であ

り、その他のリスクはなかった。 

平成 31 年 1 月に神奈川県立保健福祉大

学の研究倫理審査委員会の承認を得た（承

認番号：保大第 71-55）。 

 

 現在、各事業所の逐語録から、インタビュ

ーガイドの①～⑫について概要の抽出を行

いテ－ブル（一覧表）の作成をしているとこ

ろであり、C.研究結果、D 考察、E.結論、F

研究発表については次年度になる。 

 

Ｆ．健康危険情報 
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 なし 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

 なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


